
感染症法上の位置づけ変更に伴う国の方針 

感染症法上の分類
新型インフルエンザ等

感染症（２類相当）
５類感染症

感染者の届出 全数 定点医療機関

入院勧告・就業制限 できる できない

感染者の待機 原則７日間 個人判断・推奨５日間

濃厚接触者の待機 原則５日間 濃厚接触者を特定しない

医療費 公費負担 公費を段階的に縮小

外来医療 発熱外来で対応 幅広い医療機関で対応

緊急事態宣言 発令できる 発令できない

現在、新型コロナ感染者は、医師が保健所に「全数」を届け出ることが義務付けられていますが、５月
８日以降は季節性インフルエンザと同じ「定点把握」になります。

現行 ５月８日以降
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資料２



新型コロナ医療費の自己負担（当面９月末まで公費支援を継続）
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検査 自己負担なし 保険診療（自己負担あり）

外
来

初診料等 自己負担あり 保険診療（自己負担あり）

保険診療（自己負担あり）
陽性判明後の
治療 自己負担なし

入院 自己負担なし

保険診療（自己負担あり）

※⾼額な治療薬は⾃⼰負担なし

※⾼額療養費の⾃⼰負担額から 
 ２万円を減額（2万円未満の
 場合はその額）
 ⾼額な治療薬は⾃⼰負担なし

【5/7まで】 【5/8から】

５類移行後の新型コロナにかかる医療費は、原則、患者自己負担になります。

９月末まで高額な治療薬（自己負担なし）や入院費用（月最大2万円）の軽減措置が設けられます。



県が９月末までに目指す医療体制

１　幅広い医療機関において、新型コロナの症状があることを

　　理由に外来、入院を断ることなく対応する。

２　医療機関は、地域の中での医療機能を分担し、症状（重症度

　　別等）に応じた患者受入、受診先の紹介や転院調整を行う。

３　高齢者施設等は、医療機関と連携し、医療機関が入院調整

　　する。
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県における５類移行に伴う変更等

５類移行に伴う県民の不安に対応するため、２４時間相談できる窓口を継続します。

現行 ５月８日以降

医療体制

患者等への対応

終了

総合案内窓口（24時間体制）　※オンライン診療含む

検査キット配付・陽性者登録
センター事業

自宅療養支援（食料品配送・パル
スオキシメーター貸出等）

外来対応医療機関名公表

発熱外来 幅広い医療機関

行政による入院調整バックアップ

確保病床を有する医療機関への入院

新たな医療機関での入院

外来

入院

宿泊療養施設 　※ 縮小して当面継続 （入所者負担あり・隔離目的の入所終了）
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総合案内窓⼝
(体調急変時の相談)

   ⾃⼰検査
 ・検査キット購⼊
 ・薬局等で検査 

新型コロナ患者への対応（5月8日～9月末）

陽性反応が出た⽅

発
熱
等
の
症
状
あ
り

症
状
な
し

総合案内窓⼝
(受診等の相談)

  ⾃宅療養
(⼜は

施設内療養) 

宿泊療養 
※医師が必要と認めた⽅

⼊院 
幅広い

医療機関

医療機関間で
⼊院調整
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外来対応
医療機関

 幅広い

医療機関

受診



受⼊経験病院︓55（院内感染等で受⼊）

　　　　　　　入院患者受入病床数（案）　　９月末までの「移行計画」を策定し、4/21までに国へ提出
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9割近くの病院が入院患者受入経験があることを踏まえて、これまでの最大入院者数
を全６４病院で受け止める体制を目指します。

病床確保23病院、２７2床
軽症～重症

 5月8日から　：　全病院で受け止める体制
入院者数５５０人　入院受入病院：全64病院（550床）

受⼊経験病院︓55（524床）

 現在　：　病床確保２３病院　２７２床のみに調整して受入れする体制
最大入院者数５４５人（令和4年12月23日）

病床確保21病院、130床
中等症Ⅱ、重症

受⼊経験のない病院︓9
（26床）

受⼊経験のない病院︓9

※軽　　　症   ： 肺炎なし　 中等症Ⅰ ： 呼吸困難、肺炎

    中等症Ⅱ ： 酸素投与が必要 重      症 ： 集中治療室に入室、又は人工呼吸器が必要



5/8～9月末の新型コロナウイルス患者受入病床（案）
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重症度 病床数 病院数 受入病床の考え方

軽症・
中等症Ⅰ

420床 全64病院 各病院の病床数を踏まえながら全病院で対応

確
保
病
床
※

中等症Ⅱ 116床 ２1病院 これまで受け入れてきた病院を中心に対応

重症 14床 １２病院 現在の重症確保病床
　（ただし1病院あたり最大２床）

５５０床

※確保病床：患者の受入のために空床を確保しておくことを前提とした病床確保料の補助対象病床

これまでの最大入院者数を全６４病院で受け止める体制

※軽　　　症   ： 肺炎なし、 中等症Ⅰ ： 呼吸困難、肺炎

    中等症Ⅱ ： 酸素投与が必要 重      症 ： 集中治療室に入室、又は人工呼吸器が必要



入院調整の移行（案）

移行前 　　　　　　　　　　　　移行後

確保病床を有する

23病院で調整

地域の中で医療機能を考慮しながら全病院で

調整

一般医療の連携体制に

より調整

　
5/8

　
10/1
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5/8～9月
末の方針

（案）

　医療機関による入院調整を基本としつつ、調整が困難な場合は、

　行政がバックアップを行う。

幅広い医療機関で入院を受け入れるように協力依頼予定します。　　

行政の調整

※妊産婦、透析患者の対応についても、ほぼ同じ方針で調整中

医療機関間の調整

行政によるバックアップ
• 中等症Ⅱ以上で医療機関間調整が困難な場合

医療機関間調整



県の入院（調整）体制の特徴

1　医療機関は、地域の中で、医療機能を分担して受入調整を行う

　　→新型コロナ以外の医療と同様に、地域の患者を地域で治療する※体制

2　5月8日、本県では、全⾯的に※※医療機関間の入院調整へ移行
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※ 全県を対象とした医療機能が求められている病院に配慮

秋田大学医学部附属病院（特定機能病院、高度救命救急センター）

秋田赤十字病院（救命救急センタ ー、総合周産期母子医療センター）

秋田県立循環器・脳脊髄センター（脳血管疾患・心疾患救命救急）

秋田県立リハビリテーション・精神医療センター（精神科救急）

秋田県立医療療育センター（療育医療拠点施設）

※※国は、段階的に行政入院調整を医療機関間調整に移行する案を提示



外来対応医療機関への対応
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診療・検査
医療機関
あて
（案）

・「外来対応医療機関」へ名称変更
・全ての外来対応医療機関名等を公表
・総合案内窓口からの紹介対応依頼 

診療・検査
医療機関
以外あて
（案）

内科、小児科、耳鼻科を標榜する医療機関あて

・外来対応医療機関としての登録依頼
　（今後、国から支援内容が示される予定）

幅広い医療機関で診療されるよう、医療機関へ協力依頼します。



宿泊療養施設、高齢者施設等

１　宿泊療養施設
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5/8〜9⽉末
の⽅針
（案）

県央１施設の運営とし、9月末までに終了する。

【療養対象】
65歳以上で、自宅での療養が難しく、宿泊療養が必要と医師が認

める者

【入所者の自己負担】
　食事代等の実費は自己負担とする。

　

　 
　 ２　高齢者施設等

◎　陽性者発生後の集中検査は、保健所の判断により行政検査として実施　

◎　往診や電話等による相談、入院調整に対応できる医療機関の確保
　　　（高齢者施設に対する医療機関の確保状況等について調査中）

◎　施設内療養に対する補助は当面継続
      （施設と医療機関が連携体制を確保している等の補助要件を国が設定）　 

　 

国の方針：隔離目的は終了
　

　 
　 
国の方針
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定点把握対象疾患への変更

感染症法第16条第１項

厚生労働大臣及び都道府県知事は、第 12 条から前条までの規

定により収集した感染症に関する情報について分析を行い、感染

症の発生の状況、動向及び原因に関する情報並びに当該感染症

の予防及び治療に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他

適切な方法により積極的に公表しなければならない。 12



　患者発生状況の公表スケジュール

⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ ⽇
5/１

全数把握
２ ３ ４ ５ ６ 7

全数終了

８
定点報告
開始

９ 10 11 12 13 14

15 16 17 18
県公表

19 20 21

22 23 24 25
県公表

26 27 28

週次報告（⽉曜〜⽇曜）翌週⽊曜県公表
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令和５年度も、新型コロナワクチンを接種できます。

      出典　厚生労働省資料リーフレット

※ワクチン接種は強制ではありません。接種を受けていない人を差別することのないようお願いします。 14

　新型コロナワクチン接種（自己負担なし）



感染症法上の位置づけ変更の周知・啓発 

5月8日以降の受診方法、医療費、ワクチン接種等について、国の方針も含めて県民に

伝わるように様々な媒体で周知をはかります。

１　特別広報の展開

　　テレビスポットCM、新聞広告、リスティング（WEB検索連動型）広告等

２　秋田県新型コロナポータルWEBサイト等による変更内容の周知

　　24時間体制の「総合案内窓口」、LINE相談、自動音声案内の継続実施

３　市町村、医療関係者等関係機関への周知　
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